
前
市
長
瀬
沼
永
真
氏

（
85
歳
）
は
、
去
る
２
月

９
日
午
前
３
時
29
分
、
心

不
全
の
た
め
、
緑
成
会
病

院
で
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

本
葬
は
、
３
月
16
日
（
日
）

午
後
２
時
か
ら
延
命
寺

（
天
神
町
二
丁
目
２
９
６

番
地
）
に
お
い
て
行
わ
れ

ま
す
。
こ
こ
に
謹
ん
で
ご

冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

問
合
せ

庶
務
文
書
課
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
１
１

所
得
税
、
消
費
税
な
ど
の
納

税
に
は
、
口
座
振
替
が
便
利
で

す
。
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、

預
貯
金
先
の
金
融
機
関
ま
た
は

税
務
署
に
「
預
貯
金
口
座
振
替

依
頼
書
」
を
提
出
し
て
い
た
だ

く
だ
け
で
す
。

な
お
、
振
替
納
税
を
ご
利
用

の
方
は
、
所
得
税
に
つ
い
て
は

４
月
21
日
（
月
）
に
、
消
費
税

に
つ
い
て
は
４
月
24
日
（
木
）

に
、
指
定
の
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ

東
村
山
税
務
署
ò
042

（
３
９
４
）
６
８
１
１

平
成
14
年
中
無
収
入
の
方
で

も
申
告
書
が
届
い
た
場
合
は
、

非
課
税
証
明
書
の
発
行
、
国
民

健
康
保
険
税
な
ど
の
算
定
の
基

礎
資
料
と
な
り
ま
す
の
で
、
申

告
書
の
裏
面
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
同
居
親
族
の
申
告

税
務
署
で
は
「
申
告
書
作
成

会
場
」
を
設
け
て
、
確
定
申
告

書
の
書
き
方
に
疑
問
な
ど
が
あ

る
方
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い

ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
や
、
医

療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
、
寄
付
金
控
除
、
中
途

退
職
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な

い
な
ど
で
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
と
き
は
、
税
務
署
へ
の
申

告
が
必
要
で
す
。

市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所

得
税
の
還
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
所
得
税
が
還
付
に
な
る
方

は
、
必
ず
税
務
署
へ
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

平
成
15
年
度
の
市
民
税
・
都

民
税
の
申
告
期
限
は
３
月
17
日

（
月
）
で
す
。
例
年
、
期
限
間

際
に
な
る
と
受
付
窓
口
が
た
い

へ
ん
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
勤
務
先
か
ら
小
平
市

役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る
方
や
、
税
務
署

に
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提

出
す
る
方
は
、
市
民
税
・
都
民

税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

▽
所
得
税
、
贈
与
税
の
申
告
と

納
税
は
３
月
17
日
（
月
）
ま
で

バ
イ
ク
な
ど
に
か
か
る
軽
自

動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。使

用
し
な
い
車
両
や
使
用
不

可
能
な
車
両
を
お
持
ち
の
方

は
、
３
月
31
日
（
月
）
ま
で
に

廃
車
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

Ω
次
の
窓
口
で
手
続
き
を

▽
百
25
≈
以
下
の
二
輪
車
…
市

役
所
市
民
税
課
庶
務
係

▽
百
25
≈
を
超
え
る
二
輪
車
…

東
京
陸
運
支
局
多
摩
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所
ò
０
４
２
（
５

で
す

▽
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
申

告
と
納
税
は
３
月
31
日
（
月
）

ま
で
で
す

▽
期
限
が
近
づ
く
と
、
税
務
署

の
窓
口
は
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま

す
。
申
告
と
納
税
は
、
早
め
に

済
ま
せ
ま
し
ょ
う

▽
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
に
申

告
書
な
ど
を
提
出
す
る
場
合

は
、
税
務
署
正
門
左
側
の
「
時

間
外
文
書
収
受
箱
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

▽
申
告
書
は
郵
送
で
も
提
出
で

き
ま
す
。
申
告
書
「
控
」
が
必

要
な
方
は
、
「
控
」
と
と
も
に

必
ず
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封

筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い

に
お
い
て
、
扶
養
と
な
っ
て
い

る
方
は
、
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
扶
養
者
が
単
身
赴

任
な
ど
で
市
外
に
住
ん
で
い
る

場
合
に
は
、
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

当
す
る
方
。

▽
給
与
所
得
者

で
勤
務
先
か
ら

小
平
市
役
所
へ

給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
な

い
方
（
勤
務
先

で
年
末
調
整
し

て
い
な
い
方

は
、
税
務
署
で

所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
と

源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
が
戻

る
こ
と
が
あ
り

ま
す
）

▽
給
与
所
得
に

加
え
て
、
不
動

産
、
配
当
、
雑

所
得
な
ど
給
与

以
外
の
所
得
が

あ
っ
た
方
（
給
与
以
外
の
所
得

が
20
万
円
を
超
え
る
方
は
、
税

務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
）

▽
平
成
15
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
所
は
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
、
事
業
所
ま
た
は
家

屋
敷
が
あ
る
方

平
成
15
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
ん
で
い
て
、
平
成
14

年
中
に
所
得
が
あ
り
、
次
に
該

昨
年
、
市
内
で
発
生
し
た
侵

入
窃
盗
は
４
百
１
件
で
、
前
年

と
比
較
す
る
と
百
47
件
（
58
％

増
）
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。

特
に
、
ド
ア
に
穴
を
開
け
て
開

閉
装
置
部
分
を
回
し
ド
ア
を
開

け
て
し
ま
う
「
サ
ム
タ
U
ン
回

し
」
と
い
う
新
た
な
侵
入
方
法

に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
て
い
る

事
例
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
サ

ム
タ
U
ン
カ
バ
U
な
ど
の
防
犯

器
具
を
取
り
付
け
る
、
外
出
す

る
と
き
は
短
時
間
で
も
必
ず
錠

を
掛
け
る
、
浴
室
の
窓
は
閉
め

る
習
慣
を
つ
け
る
、
な
ど
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

不
審
者
を
見
か
け
た
ら
、
遠

慮
せ
ず
１
１
０
番
し
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

小
平
警
察
署
生
活
安

全
課
ò
042（
３
４
３
）０
１
１
０

非
行
問
題
な
ど
子
ど
も
の
こ

と
で
悩
み
を
抱
え
て
い
る
家
族

や
、
い
じ
め
、
性
的
被
害
な
ど

に
あ
い
、
悩
ん
で
い
る
お
子
さ

ん
の
た
め
に
、
少
年
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
ま
た
、
常
設
の

ヤ
ン
グ
・
テ
レ
ホ
ン
・
コ
U
ナ

U
で
は
、
電
話
に
よ
る
相
談
に

も
応
じ
ま
す
。

Ω
少
年
相
談
所

と
　
き

３
月
14
日
（
金
）
〜

16
日
（
日
）

午
前
10
時
〜
午

後
５
時

と
こ
ろ

大
丸
東
京
店
９
階

費
　
用

無
料

Ω
電
話
相
談
（
ヤ
ン
グ
・
テ
レ

ホ
ン
・
コ
U
ナ
U
）

電
　
話

ò
03
（
３
５
８
０
）

４
９
７
０

開
設
時
間

▽
平
日
…
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
８
時

▽
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
…
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

問
合
せ

警
視
庁
少
年
育
成
課

ò
03
（
３
５
８
１
）
４
３
２
１

内
線
３
０
７
３
２
〜
３

指
針
づ
く
り
は
、
市
民
・
事

業
者
・
民
間
団
体
の
皆
さ
ん

が
、
環
境
負
荷
の
低
減
の
た
め

に
み
ず
か
ら
「
で
き
る
こ
と
」

・
「
す
べ
き
こ
と
」
に
つ
い
て

自
分
た
ち
で
考
え
、
こ
れ
を
ま

と
め
て
市
民
や
事
業
者
へ
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
り
あ
げ
て
い

た
だ
く
も
の
で
す
。

２
３
）
２
４
５
５

▽
軽
三
輪
・
軽
四
輪
車
…
軽
自

動
車
検
査
協
会
ò
０
４
２
（
５

２
５
）
４
３
６
０

問
合
せ

市
民
税
課
ò
042
（
３

４
６
）
９
５
２
１

の
た
め
の
融
資
制
度
を
創
設
し

ま
し
た
。

民
間
保
証
機
関
が
購
入
車
両

を
担
保
と
し
、
金
融
機
関
に
対

し
て
債
務
保
証
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
東
京
都
が
利
子
の
２
分

の
１
、
信
用
保
証
料
の
３
分
の

２
を
補
助
し
ま
す
。

問
合
せ

東
京
都
環
境
局
環
境

改
善
部
計
画
課
ò
03
（
５
３
８

８
）
３
４
７
７

東
京
都
で
は
、
今
年
10
月
の

デ
ィ
U
ゼ
ル
車
規
制
の
実
施
に

伴
い
、
中
小
企
業
者
を
対
象
と

し
た
デ
ィ
U
ゼ
ル
車
買
い
換
え

昨
年
か
ら
参
加
者
を
募
り
、

幅
広
い
年
齢
層
の
42
人
で
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
名
称
は
「
市

民
版
環
境
配
慮
指
針
づ
く
り
エ

コ
ダ
イ
ラ
ネ
ッ
ト
ワ
U
ク
」
と

決
ま
り
、
中
央
公
民
館
な
ど
を

利
用
し
て
、
10
回
の
開
催
を
数

え
ま
し
た
。

「
環
境
を
壊
す
も
の
系
」
と

「
自
然
を
大
事
に
す
る
も
の

系
」
の
分
科
会
に
分
か
れ
、
市

の
環
境
の
現
状
や
課
題
を
も
と

に
意
見
を
出
し
合
い
、
そ
の

後
、
全
体
会
の
中
で
発
表
し
、

意
見
交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
学
習
会
や
環
境
情
報

の
交
換
も
行
わ
れ
、
参
加
者
ど

う
し
の
交
流
も
始
ま
っ
て
い
ま

す
。ぜ

ひ
、
皆
さ
ん
も
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

問
合
せ

環
境
保
全
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
３
６

②
午
後
１
時
〜
６
時

③
午
後
４
時
〜
６
時

※
土
曜
日
勤
務
の
４
月
19
日

（
土
）
は
午
前
の
み
。

募
集
人
数

春
休
み
勤
務
・
土

曜
日
勤
務
の
①
〜
③
い
ず
れ
も

10
人
程
度

賃
　
金

時
給
８
百
90
円

※
採
用
者
は
、
後
日
事
前
説
明

会
を
行
い
ま
す
。

申
込
み

履
歴
書
（
写
真
を
は

っ
た
も
の
）
を
問
合
せ
先
へ
本

人
が
持
参

問
合
せ

児
童
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
４
３

Ω
春
休
み
勤
務
・
土
曜
日
勤
務

職
務
内
容

市
立
小
学
校
に
併

設
し
て
い
る
学
童
ク
ラ
ブ
で
の

小
学
校
低
学
年
児
童
の
保
育

応
募
資
格

18
歳
以
上
（
高
校

生
を
除
く
）
で
、
健
康
な
方
お

よ
び
障
害
児
な
ど
に
理
解
の
あ

る
方

勤
務
期
間

▽
春
休
み
勤
務
…

３
月
26
日
（
水
）
〜
28
日
（
金
）、

４
月
２
日
（
水
）
〜
４
日
（
金
）

の
６
日
間

▽
土
曜
日
勤
務
…
４
月
５
日
〜

26
日
の
土
曜
日
の
４
日
間

勤
務
時
間

①
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
１
時
30
分
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申

告

の

ご

注

意

今
年
か
ら
、
国
税
庁
ホ
U
ム

ペ
U
ジ
（http://w

w
w
.nt

a.g
o.jp

）
の
「
所
得
税
の
確

定
申
告
書
作
成
コ
U
ナ
U
」
で

作
成
し
た
申
告
書
を
税
務
署
に

提
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

▽
分
離
課
税
や
給
与
所
得
者
の

特
定
支
出
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
な
ど
、
申
告
の
内
容
に

よ
っ
て
利
用
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す

申

告

の

相

談

は

納
税
は
口
座
振
替
で

イ
ン
タ
U

ネ
ッ
ト
で

確

定

申

告

書

が

作

成

で

き

ま

す

市

民

税

・

都

民

税

の

申
告
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

前

市

長

瀬
沼
永
真
氏
逝
去

市
民
税
・
都
民
税
の

申

告

が

必

要

な

方

収
入
が
な
か
っ
た
方

申

告

の

相

談

は

と
　
き

３
月
17
日
（
月
）
ま

で
の
月
曜
〜
金
曜
日
　
午
前
８

時
30
分
〜
11
時
30
分
、
午
後
１

時
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ

市
役
所
２
階
会
議
室

※
申
告
書
は
、
郵
送
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

問
合
せ

市
民
税
課
（
〒
187
―

８
７
０
１
　
小
平
市
役
所
）
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
２
２

使

用

し

な

い

バ

イ

ク

な

ど

は

３
月
中
に
廃
車
の
手
続
き
を

デ

ィ

U

ゼ

ル

車

買
い
換
え
の
た
め
の

新

融

資

制

度

侵

入

窃

盗

に

ご
　
注
　
意
　
を

警
視
庁

少
年
相
談
所
を
開
設

市
民
版
環
境
配
慮
指
針
づ
く
り
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

学
童
ク
ラ
ブ
臨
時
職
員
募
集

指

導

員

の

補

助

者

・

児

童

の

介

助

者


